
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

床面積 認定申請金額 計画変更金額
一戸建ての住宅の場合 5,100円 3,700円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円 6,900円
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,000円 15,000円
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 46,000円 32,000円
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル以下のもの 81,000円 57,000円
当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円 6,900円
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16.700円 11,800円
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円 19,100円
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円 56,400円
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円 90,000円
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円 113,000円
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 201,000円 141,000円

床面積 認定申請金額 計画変更金額

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円 14,000円
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円 15,000円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,400円 24,200円
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,400円 27,000円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円 26,000円
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,000円 46,000円
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 118,000円 83,000円
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 179,000円 125,000円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 69,100円 48,500円
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 116,000円 81,000円
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 196,000円 138,000円
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 281,000円 197,000円
当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,100円 61,100円
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上１,000平方メートル未満のもの 110,700円 77,600円
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円 102,100円
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円 165,100円
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円 216,000円
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円 260,000円
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円 305,000円
当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 227,100円 159,100円
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上１,000平方メートル未満のもの 284,400円 199.200円
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円 257,100円
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円 366,700円
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円 453,000円
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円 535,000円
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 871,000円 610,000円
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